
法定福利費の適切な支払いのための取組について試行要領

１．概要

建設産業の持続的な発展に必要な担い手の確保と社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） に加入し、法定福利費を適切に負担する建
設業者による公平で健全な競争環境の構築を図ることを目的に本要領を試行する。

２．対象工事

沖縄県土木建築部が発注する建設工事で、令和４年２月１日以降に予算執行伺いを決裁する全ての工事を対象とする。

３．取組内容

①受注者➤請負代金内訳書への法定福利費の明示（徹底）

➤発注者は、全ての工事で、特記仕様書において受注者に請負代金内訳書(土木第1号様式)の提出を求める。
➤受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書(土木第1号様式)を提出する。（工事請負契約約款第3条第3項）
➤請負代金内訳書には、現場労働者に係る事業主負担の法定福利費を明示する。（工事請負契約約款第3条第3項）

②発注者➤「予定価格に占める法定福利費概算額」の入札結果報告書等への明示

➤発注者は、「予定価格に占める法定福利費概算額」について、入札結果報告書等へ明示する。（当面は別資料等を添付する。）

④発注者➤「現場説明における条件明示」への記載

➤下請企業の見積りの作成手順、活用等の方法について、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」について記載
➤請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行うことについて記載

③発注者➤法定福利費の確認

受注者に対して法定福利費の算出根拠の確認を指示 誤記等があれば訂正指示

➤発注者は、請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について比較を行う。

「一定以上の乖離がある場合」について

各下請企業の請負工事に対する
〇見積書の場合➤ 法定福利費額、労務費額について、根拠資料の説明を求める
〇その他の場合➤ 法定福利費額の算出に用いた労務費額及び法定保険料率について、計算書等の根拠説明を求める

➤ 法定福利費額の算出に用いた法定福利費率等について、計算書等の根拠説明を求める

不正行為の疑い（建設業法第19条の３に違反） ➤技術・建設業課へ通報等の必要な措置

それでも乖離

それでも客観的な根拠資料の提出がない等
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４．確認方法

■例 河川工事の場合

①予定価格に占める法定福利費概算額を確認

30,000,000 × 4% ＝ 1,200,000

工事価格
（例）

法定福利費
の平均割合
（河川工事）

法定福利費
概算額

※数値は変動します
都度、最新版を確認願います

土木工事標準積算基準書I-2-②-5表-1
工種区分により設定した工種

「法定福利費概算額」と

「請負代金内訳書に明示された法定福利
費」を比較

②請負代金内訳書に明示された法定福利費と比較 ③一定以上の乖離がある場合

(1)受注者に対して法定福利費の算出根拠の確認を指示し、
誤記等があれば訂正指示

(2)それでも乖離がある場合
〇見積書の場合
➤法定福利費額、労務費額について、根拠資料の説明を
求める
〇その他の場合
➤ 法定福利費額の算出に用いた労務費額及び法定保険
料率について、計算書等の根拠説明を求める
➤ 法定福利費額の算出に用いた法定福利費率等につ
いて、計算書等の根拠説明を求める

(3)それでも客観的な根拠資料の提出がない場合は、不正
行為の疑い（建設業法第19条の３に違反）があるため、技
術・建設業課へ通報等の必要な措置を講ずる。

一定以上の乖離があり、根拠資料等の提
出がない場合は、技術・建設業課へ通報等
の措置を講ずる。
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